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マスター タイトルの書式設定

消費税とインボイス制度



マスター タイトルの書式設定インボイス制度（適格請求書等保存⽅式）とは
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複数税率に対応したものとして開始される、仕⼊税額控除の⽅式＊

出典︓国税庁リーフレット『 （令和４年２⽉） 免税事業者のみなさまへ 令和５年10⽉１⽇から インボイス制度が始まります︕ 』

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf


マスター タイトルの書式設定以前の制度、現⾏制度、インボイス制度の⽐較

4出典︓国税庁HP（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf）



マスター タイトルの書式設定インボイスのサンプル

5出典︓国税庁「（令和４年７⽉） 適格請求書等保存⽅式の概要 －インボイス制度の理解のために－」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf


マスター タイトルの書式設定インボイス制度開始時にインボイス発⾏事業者となるためには

6出典︓国税庁リーフレット『 （令和４年８⽉） 令和５年10⽉ インボイス制度が始まります︕』

原則 例外

令和5年3⽉31⽇までに登録申請書を
提出できなかったことにつき困難な事情
がある場合に、令和5年9⽉30 ⽇まで
の間に登録申請書にその困難な事情を
記載して提出し、税務署⻑により適格
請求書発⾏事業者の登録を受けたとき
は、令和5年10⽉1⽇に登録を受けた
こととみなされます（改正令附則 15）。

なお、「困難な事情」については、その困
難の度合いは問いません（インボイス通
達５－２）。

また、「困難な事情」の記載がない登録
申請書を提出して令和５年 10 ⽉２
⽇以後に登録を受けた場合の登録⽇は、
その登録を受けた⽇となります。

出典︓国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf


マスター タイトルの書式設定簡易課税制度とは

出典︓財務省HP

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/303.pdf


マスター タイトルの書式設定インボイス制度開始までの経過措置

出典︓財務省提供資料



マスター タイトルの書式設定消費税の基本
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① 消費税は間接税である
→ 税負担者は消費者であるが、納税者は事業者である。

② 消費税は仕⼊れであっても課税される（課税仕⼊れ）
→ 消費税は⼀般消費ではない仕⼊れにも課される

③ 事業者が払う消費税については仕⼊税額控除が認められている。
→ 事業者が消費税を⽀払う場合、課税仕⼊れ等に係る消費税額を控除できる。
※ 各取引段階で⼆重、三重に消費税が課されない仕組み（多段階課税）となっている

④ 売上⾼が⼩さい事業者には事業者免税点制度が認められている
→ 課税売上⾼が1,000万円以下である場合、消費税の納税義務が免除される

⑤ インボイス制度が導⼊されると免税事業者からの仕⼊れでは仕⼊税額控除ができない
→ インボイス制度導⼊後は、適格請求書発⾏事業者からの仕⼊れでなければ

仕⼊税額控除ができない。
※ 適格請求書には、適格請求書発⾏事業者の「登録番号」の記載が必要
※ 免税事業者のままでは適格請求書発⾏事業者の「登録番号」の発⾏を受けられない
（正確には、「適格請求書発⾏事業者になると免税事業者でなくなってしまう」ということ）



マスター タイトルの書式設定多段階課税の仕組み

10出典︓財務省提供資料



マスター タイトルの書式設定事業者免税点制度とは

出典︓財務省提供資料



マスター タイトルの書式設定インボイス制度に対する姿勢
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1. 適格請求書等保存⽅式（インボイス制）は導⼊しても、
免税点事業者の基準とは関係なくす（免税点制度は既存
のまま残す。免税をどうするかは別で議論する）

2. 適格請求書発⾏事業者の実名は出ない様にする

3. インボイス制度を⼊れる理由を明らかにすべき（本当に
今の区分記載請求⽅式ではだめなのか？）

4. インボイス制度の開始は、まず2年間は⾒送り。問題点
が多いので制度を再検討する（このまま既存の区分規制
制でいく）



マスター タイトルの書式設定媒介者交付特例とは

出典︓財務省提供資料



マスター タイトルの書式設定インボイス制度導⼊への準備状況（東京商⼯会議所）
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マスター タイトルの書式設定インボイス発⾏事業者の登録申請状況（東京商⼯会議所）
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マスター タイトルの書式設定インボイス制度導⼊後の対応（東京商⼯会議所）
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